
介護老人福祉施設介護老人福祉施設介護老人福祉施設介護老人福祉施設 花友花友花友花友しらかわしらかわしらかわしらかわ 施設施設施設施設サービスサービスサービスサービス利用料利用料利用料利用料 

 
 

利用料利用料利用料利用料のののの負担軽減負担軽減負担軽減負担軽減にににについついついついてててて 

 

  ○特定入所者介護サービス費（特例減額措置） 
    食費や居住費の具体的な負担額は利用者と施設との契約によることが原則ですが、所得の低い方には

負担限度額が設けられています。（別表参照） 
    特別養護老人ホーム旧措置入所者に対する負担軽減措置として、措置時代の徴収額を上回らないよう

負担軽減措置が講じられます。 
 
 
    ○介護保険高額介護サービス費 
    保険給付（介護サービス費）の 1割は利用者負担となっていますが、世帯で 1割負担の合計額が一定

の上限額を超えた場合に超えた金額が申請により払い戻される制度です。また、当施設では受領委任払

制度を実施しており、高額サービス費が京都市から直接支払われるため、施設へは自己負担上限額支払

うことになります。（負担上限額については次の表を参考にしてください。） 
 
 
 

利用者負担区分 １個月の上限額 

第１段階 

市民税世帯非課税で老齢福祉年金を受給されてい

る方など 

１５，０００円 

第２段階 

市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金収入

額の合計が８０万円以下の方など 

１５，０００円 

第３段階 

市民税世帯非課税で第２段階に該当されない方な

ど 

２４，６００円 

第４段階 

世帯に市民税課税者がおられる方 

３７，２００円 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



従来型個室 

介護老人福祉施設介護老人福祉施設介護老人福祉施設介護老人福祉施設 花友花友花友花友しらかわしらかわしらかわしらかわ 施設施設施設施設サービスサービスサービスサービス利用料利用料利用料利用料（（（（概算概算概算概算）））） 

① 介護サービス利用料（平成 21年 4月 1日以降の利用料） 

要介護状態区分 介護福祉施設サービス費（単位数） 利用者負担額（１０％） 

要介護 １ １日につき                         ５８９単位 ３１日間      １９，０８１円 

要介護 ２ １日につき                         ６６０単位 ３１日間      ２１，３８１円 

要介護 ３ １日につき                         ７３０単位 ３１日間      ２３，６４９円 

要介護 ４ １日につき                         ８０１単位 ３１日間      ２５，９４９円 

要介護 ５ １日につき                         ８７１単位 ３１日間      ２８，２１６円 

加算項目 単位数 利用者負担額（１０％） 

日常生活継続支援

加算 

要介護度の高い高齢者や認知症高齢者等、一定割合

以上入所しており、入所者に対し介護福祉士を一定

割合以上配置 (1日につき 22単位) 
３１日間           ７１３円 

栄養マネジメント

加算 １日につき                           １４単位 ３１日間           ４５４円 

看護体制加算（Ⅰ） 常勤看護師を 1名以上配置        （1日 4単位） ３１日間           １３０円 
看護体制加算（Ⅱ） 基準を上回る看護職員を配置       （1日 8単位） ３１日間      ２６０円 

夜勤職員配置加算 夜勤を行う介護職員を基準より 1名以上上回って 
配置                             （1日13単位） ３１日間      ４２２円 

口腔機能維持管理 
加算 

必要に応じて歯科医師と連携し、計画的な口腔ケア

を実施 ３１日間      ３２円 

※個別機能訓練加算 １日につき                            １２単位 ３１日間           ３８７円 

※経口移行加算 計画作成日より 180日間限度     （1日 28単位） 
（経管栄養の利用者が対象） ３１日間           ９０３円 

※経口維持加算（Ⅱ） 経口維持計画作成日より 180日限度 （1日 5単位） 
（誤嚥が認められる利用者が対象） ３１日間           １６２円 

※療養食加算 医師の発行する食事箋に基づき   （1日 23単位） ３１日間           ７４２円 
※看取り介護加算 

（死亡日以前4～30日） 死亡した場合に死亡前 30日を上限（1日 80単位） １日             ８４円 

※看取り介護加算 
(死亡日前日・前々日) 1日につき                          ６８０単位 １日            ７１１円 
※看取り介護加算 

（死亡日）                         １２８０単位             １，３３８円 

※初期加算 入所日より３０日限度      （１日３０単位） ３０日間           ９３６円 
※外泊時費用 外泊日翌日より月 6日限度（1日につき２４６単位）  ６日間          １，５４３円 

※※※※･･･花友しらかわでの加算対象項目です。他は、該当者のみ、加算となります。      

介護保険サービスの１割負担額には、負担軽減制度があります。（介護保険高額介護サービス費） 

 



② 食費（材料費・調理費用） 

利用者負担段階 利用者負担額 
１日 ３１日 

第 1段階 市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給を受給

されている方など ３００円 ９，３００円 

第 2段階 市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金

収入額の合計が 80万円以下の方など ３９０円 １２，０９０円 

第３段階 市民税世帯非課税で第 2 段階に該当されない

方など ６５０円 ２０，１５０円 

第４段階 世帯に市民税課税者がおられる方 １，５００円 ４６，５００円 
 
③ 居住費（光熱水費等） 

利用者負担段階 利用者負担額 
１日 ３１日 

第 1段階 市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給を受給

されている方など ３２０円 ９，９２０円 

第 2段階 市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金

収入額の合計が 80万円以下の方など ４２０円 １３，０２０円 

第３段階 市民税世帯非課税で第 2 段階に該当されない

方など ８２０円 ２５，４２０円 

第４段階 世帯に市民税課税者がおられる方 １，９００円 ５８，９００円 
 
④ その他 

項 目 負担額 
おやつ等提供料金（施設サービスでの食事サービス以外に提供）  ３１日間             ３，１００円 
理容・美容代     カット・顔そり・髭そり・丸刈り等   １，０００円～２，５００円 
手芸クラブ材料費   月１回                 ５００円 
金品管理料金  （施設で金品管理する場合） 月額        ３，０００円 
居室管理料 １日         １９００円 
利用者の個人的買い物など 実費 
利用者の希望による個別の外出、外泊及び、外食時にかかる費用 実費 
外部医療機関での診察代 実費 
花友診療所から処方された薬代及び、医療消耗品代 実費 
アロマテラピー代 １回        １，５００円 
 
 
⑤ 介護福祉施設 花友しらかわ 施設サービス利用料 合計金額 
  ①       円 ②       円 ③       円  ④              円 
 

① ＋ ② ＋ ③ ＋ ④   ＝  ⑤                  円 （ 施設サービス利用料 ） 
 
 
 
 



多 床 室 

介護老人福祉施設介護老人福祉施設介護老人福祉施設介護老人福祉施設 花友花友花友花友しらかわしらかわしらかわしらかわ 施設施設施設施設サービスサービスサービスサービス利用料利用料利用料利用料（（（（概算概算概算概算）））） 

① 介護サービス利用料（平成 21年 4月 1日以降の利用料） 

要介護状態区分 介護福祉施設サービス費（単位数） 利用者負担額（１０％） 

要介護 １ １日につき             ６５１単位 ３１日間       ２１，０９０円 

要介護 ２ １日につき             ７２２単位 ３１日間       ２３，３９０円 

要介護 ３ １日につき             ７９２単位 ３１日間       ２５，６５７円 

要介護 ４ １日につき             ８６３単位 ３１日間       ２７，９５７円 

要介護 ５ １日につき             ９３３単位 ３１日間       ３０，２２５円 

加算項目 単位数 利用者負担額（１０％） 

日常生活継続支援

加算 

要介護度の高い高齢者や認知症高齢者等、一定割合

以上入所しており、入所者に対し介護福祉士を一定

割合以上配置 (1日につき 22単位) 
３１日間           ７１３円 

栄養マネジメント

加算 １日につき                           １４単位 ３１日間           ４５４円 

看護体制加算（Ⅰ） 常勤看護師を 1名以上配置        （1日 4単位） ３１日間           １３０円 
看護体制加算（Ⅱ） 基準を上回る看護職員を配置       （1日 8単位） ３１日間      ２６０円 
夜勤職員配置加算 夜勤を行う介護職員を基準より 1名以上上回って 

配置                             （1日13単位） ３１日間      ４２２円 
口腔機能維持管理 

加算 
必要に応じて歯科医師と連携し、計画的な口腔ケア

を実施 ３１日間      ３２円 
※個別機能訓練加算 １日につき                            １２単位 ３１日間           ３８７円 

※経口移行加算 計画作成日より 180日間限度     （1日 28単位） 
（経管栄養の利用者が対象） ３１日間           ９０３円 

※経口維持加算（Ⅱ） 経口維持計画作成日より 180日限度 （1日 5単位） 
（誤嚥が認められる利用者が対象） ３１日間           １６２円 

※療養食加算 医師の発行する食事箋に基づき   （1日 23単位） ３１日間           ７４２円 
※看取り介護加算 

（死亡日以前4～30日） 死亡した場合に死亡前 30日を上限（1日 80単位） １日             ８４円 
※看取り介護加算 
(死亡日前日・前々日) 1日につき                          ６８０単位 １日            ７１１円 
※看取り介護加算 

（死亡日）                         １２８０単位             １，３３８円 
※初期加算 入所日より３０日限度      （１日３０単位） ３０日間           ９３６円 

※外泊時費用 外泊日翌日より月 6日限度（1日につき２４６単位）  ６日間          １，５４３円 
※※※※･･･花友しらかわでの加算対象項目です。他は、該当者のみ、加算となります。      

介護保険サービスの１割負担額には、負担軽減制度があります。（介護保険高額介護サービス費） 

 



② 食費（材料費・調理費用） 

利用者負担段階 利用者負担額 
１日 ３１日 

第 1段階 市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給を受給

されている方など ３００円 ９，３００円 

第 2段階 市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金

収入額の合計が 80万円以下の方など ３９０円 １２，０９０円 

第３段階 市民税世帯非課税で第 2 段階に該当されない

方など ６５０円 ２０，１５０円 

第４段階 世帯に市民税課税者がおられる方 １，５００円 ４６，５００円 
 
③ 居住費（光熱水費等） 

利用者負担段階 利用者負担額 
１日 ３１日 

第 1段階 市民税世帯非課税で老齢福祉年金受給を受給

されている方など ０円 ０円 

第 2段階 市民税世帯非課税で合計所得金額と課税年金

収入額の合計が 80万円以下の方など ３２０円 ９，９２０円 

第３段階 市民税世帯非課税で第 2 段階に該当されない

方など ３２０円 ９，９２０円 

第４段階 世帯に市民税課税者がおられる方 ８３０円 ２５，７３０円 
 
④ その他 

項 目 負担額 
おやつ等提供料金（施設サービスでの食事サービス以外に提供）  ３１日間             ３，１００円 
理容・美容代     カット・顔そり・髭そり・丸刈り等   １，０００円～２，５００円 
手芸クラブ材料費   月１回                 ５００円 
金品管理料金  （施設で金品管理する場合） 月額        ３，０００円 
居室管理料 １日          ８３０円 
利用者の個人的買い物など 実費 
利用者の希望による個別の外出、外泊及び、外食時にかかる費用 実費 
外部医療機関での診察代 実費 
花友診療所から処方された薬代及び、医療消耗品 実費 
アロマテラピー代 １回        １，５００円 
 
 
⑤ 介護福祉施設 花友しらかわ 施設サービス利用料 合計金額 
  ①       円 ②       円 ③       円  ④              円 
 

① ＋ ② ＋ ③ ＋ ④   ＝  ⑤                  円 （ 施設サービス利用料 ） 
 


